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Ⅰ 総括 

１ 沿革 

昭和１２年 ４月 ５日 保健所法制定。 

 昭和１９年１０月 １日 佐原市佐原（田宿）で佐原保健所として業務開始。 

 昭和２１年１１月 １日 佐原市佐原（荒久）に移転。 

 昭和２２年 ９月 ５日 保健所法全面改正。 

 昭和２５年 ５月２７日 佐原市佐原ロ２１２７（現所在地）に新築移転。 

             （木造モルタル造り二階建て 延べ７９１㎡）   

  昭和４５年 ６月１７日 現庁舎鉄筋二階建て改築。 

             敷地面積 ２, ６８４㎡（８１３坪） 

                          延床面積   ９３１㎡（２８２坪） 

  平成 ６年 ６月３０日 保健所法を地域保健法に名称変更。 

 平成 ９年 ４月 １日 地域保健法施行。 

                          県の保健所は地域保健の広域的、専門的、技術的機  

関として再編整備。 

                          ・名  称 佐原保健所を香取保健所に改称 

                          ・所管区域  佐原市及び香取郡（９町）全域（多古町､

干潟町が編入） 

                          ・内部組織 ５課２班制から１課８班制 

  平成１０年 ４月 １日  環境保全対策室を設置し、１課７班１室制。 

  平成１２年 ４月 １日  食品衛生班と環境衛生班を統合し、生活衛生課とす

る２課５班１室制。 

  平成１３年 ４月 １日  環境保全業務の支庁県民環境課（新設）への移管に

より、環境保全対策室が廃止され２課５班制となる。 

  平成１６年 ４月 １日 組織改正により香取支庁社会福祉課と保健所を統合

し、香取健康福祉センター（香取保健所）を設置、総

務企画課、地域保健福祉課、生活保護課、健康生活支

援課及び食品広域監視班の４課１班体制となる。 

  平成１７年 ７月 １日  市町村合併により、１市８町となる。 

                          （干潟町が旭市、海上町、飯岡町と合併し新「旭市」

となり所管区域変更） 

  平成１８年 ３月２７日  市町村合併により、１市３町となる。 

                          （下総町、大栄町が成田市へ編入合併し所管区域変

更） 

                          （佐原市、小見川町、山田町、栗源町が合併し「香

取市」となる） 

  平成２０年 ４月 １日  食品広域監視班を食品機動監視班に改称。 

                          検査課の新設により、５課１班体制となる。 

 平成２３年 ３月１１日 東日本大震災の発生により、センター建物の一部が

損壊する。 

 平成２４年 ４月 １日 食品機動監視班を食品機動監視課に改称し、６課体

制となる。 
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表１ 歴代所長 

代 氏 名 在 任 期 間         代 氏 名 在 任 期 間         

初代 村田四郎 昭和 19.10.11 ～昭和 20.10.10 12 代 渡邊 佐 昭和 63.4.1 ～平成 3.3.31 

2 代 大竹三千之助 昭和 20.10.11 ～昭和 21.11.10 13 代 石毛義治 平成 3.4.1 ～平成 5.3.31 

3 代 田部正隆 昭和 21.11.11 ～昭和 29.4.22 14 代 今留 淳 平成 5.4.1 ～平成 7.3.31 

4 代 中野 敏 昭和 29.4.23 ～昭和 39.3.31 15 代 野島尚武 平成 7.4.1 ～平成 10.3.31 

5 代 楠本 浩 昭和 39.4.1 ～昭和 45.7.20 16 代 藤木哲郎 平成 10.4.1 ～平成 14.3.31 

6 代 丸山正雄 昭和 45.7.21 ～昭和 50.5.16 17 代 中村恒穂 平成 14.4.1 ～平成 17.3.31 

7 代 田部正隆 昭和 50.5.17 ～昭和 50.6.15 18 代 江口弘久 平成 17.4.1 ～平成 20.3.31 

8 代 川原田貞子 昭和 50.6.16 ～昭和 56.6.15 19 代 佐久間 文明 平成 20.4.1 ～平成 24.3.31 

9 代 林 芳男 昭和 56.6.16 ～昭和 59.3.31 20 代 葛西正明 平成 24.4.1 ～平成 26.3.31 

10 代 日下部 茂樹 昭和 59.4.1 ～昭和 60.4.10 21 代 中村恒穂 平成 26.4.1 ～平成 28.3.31 

11 代 川原田 貞子 昭和 60.4.11 ～昭和 63.3.31 22 代 野田秀 平 平成 28.4.1 ～ 
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２ 概  要 

当センター管内は、県の北東部に位置し、利根川に沿った平野部からなり、茨城県  

境に面し水と緑の豊かな自然に恵まれた水郷地帯である。 

所管区域は、市町村合併に伴い、平成18年3月27日から香取市、神崎町、多古町及  

び東庄町の１市３町となっている。 

地域の産業は、肥沃な土地を利用した、稲作や野菜など農業中心の第１次産業が盛  

んな地域であるが、成田国際空港、鹿島臨海工業地帯に隣接するという立地優位性や、

水郷筑波国定公園という豊かな環境を活かした第２次・第３次産業も盛んになり、地

域の産業構造も変化してきている。 

平成27年10月1日における管内人口は、世帯数39,074戸、人口は112,558人であり、 

平成26年10月1日と比べ1,663人減少している。 

また、平成 27 年 4 月 1 日における高齢化率（全人口に対する 65 歳以上の人口割合）  

は、31.8％（前年比 1.3%増）で県平均の 24.7％を大きく上回っており、高齢化が進ん

でいる。 

 

 

３ 管内の状況 

（１）管内の人口及び世帯等の概況 

表３－（１） 管内人口及び世帯等の概況 

区   分 
世 帯 数 

（世 帯） 

人   口 

（人） 

人 口 密 度 

（人／k ㎡） 

面   積 

（k ㎡） 

管   内 39,074 112,558 280.5 401.30 

香 取 市 27,263 77,526 295.5 262.35 

神 崎 町 2,205 6,142 308.6 19.90 

多 古 町 5,049 14,738 202.4 72.80 

東 庄 町 4,557 14,152 306.0 46.25 

県 総 数 2,607,079 6,224,027 1,206.8 5,157.65 

出典：（人口）平成 27 年 10 月 1 日現在 千葉県毎月常住人口調査 

（面積）国土地理院 平成 27 年全国都道府県市区町村別面積調 

 

図３－（１） 管内図 
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（２）管内人口の年齢構成 

管内人口の年齢構成の推移は表３－（２）－ア 年齢構成の推移のとおりである。 

平成 27 年 4 月 1 日現在の年齢 3 区分によると、0 歳から 14 歳までの年少人口の割合 

は、10.2%、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は 58.0%、65 歳以上の老年人口は 31.8 

%で、県平均に比し年少人口・生産年齢人口の割合は低く、老齢人口の割合は高くなっ

ている。 

 また、管内の平成 27 年 4 月 1 日現在の年齢 5 歳階級別人口構成は図３－（２）のとお

りである。 

表３－（２）－ア 年齢構成の推移        （単位：人） 

 
年 総人口 

年少人口 生産年齢人口 老年人口 不  詳 

0 歳～14 歳 ％ 
15 歳 

～64 歳 
％ 65 歳～ ％  ％ 

管
内 

12 136,942 19,344 (14.1) 88,889 (64.9) 28,709 (21.0) ― ― 

17 132,173 16,580 (12.5) 83,884 (63.5) 31,709 (24.0) ― ― 

22 125,133 14,186 (11.3) 76,942 (61.5) 34,005 (27.2) ― ― 

25 120,365 12,752 (10.6) 72,253 (60.0) 35,360 (29.4) ― ― 

26 118,652 12,318 (r10.4) 70,140 (59.1) 36,194 (r30.5) ― ― 

27 117,080 11,950 (10.2) 67,917 (58.0) 37,213 (31.8) ― ― 

香
取
市 

旧
佐
原
市 

12 49,924 7,155 (14.3) 32,423 (64.9) 10,346 (20.7) ― ― 

17 47,941 6,125 (12.8) 30,387 (63.4) 11,429 (23.8) ― ― 
旧
小
見
川
町 

12 27,169 3,688 (13.6) 18,457 (67.9) 5,024 (18.5) ― ― 

17 26,315 3,186 (12.1) 17,403 (66.1) 5,726 (21.8) ― ― 
旧
山
田
町 

12 11,662 1,569 (13.5) 7,291 (62.5) 2,802 (24.0) ― ― 

17 11,323 1,398 (12.3) 6,981 (61.7) 2,944 (26.0) ― ― 
旧
栗
源
町 

12 5,456 813 (14.9) 3,351 (61.4) 1,292 (23.7) ― ― 

17 5,300 634 (12.0) 3,264 (61.6) 1,402 (26.5) ― ― 

 22 86,064 9,872 (11.5) 53,082 (61.7) 23,110 (26.9) ― ― 

 25 82,838 8,913 (10.8) 49,795 (60.1) 24,130 (29.1) ― ― 

 26 81,647 8,579 (10.5) 48,362 (59.2) 24,706 (r30.3) ― ― 

 27 80,647 8,345 (10.3) 46,869 (58.1) 25,433 (31.5) ― ― 

神 
 

崎 
 

町 

12 6,894 1,046 (15.2) 4,498 (65.2) 1,350 (19.6) ― ― 

17 6,833 938 (13.7) 4,321 (63.2) 1,574 (23.0) ― ― 

22 6,712 783 (11.7) 4,138 (61.7) 1,791 (26.7) ― ― 

25 6,525 701 (10.7) 3,970 (60.8) 1,854 (28.4) ― ― 

26 6,460 684 (r10.6) 3,873 (r60.0) 1,903 (r29.5) ― ― 

27 6,351 656 (10.3) 3,757 (59.2) 1,938 (30.5) ― ― 

多 
 

古 
 

町 

12 18,242 2,640 (14.5) 11,230 (61.6) 4,372 (24.0) ― ― 

17 17,611 2,162 (12.3) 10,724 (60.9) 4,725 (26.8) ― ― 

22 16,612 1,739 (10.5) 10,047 (60.5) 4,826 (29.1) ― ― 

25 15,877 1,515 (9.5) 9,503 (59.9) 4,859 (30.6) ― ― 

26 15,557 1,457 (r9.4) 9,183 (59.0) 4,917 (31.6) ― ― 

27 15,328 1,418 (9.3) 8,890 (58.0) 5,020 (32.8)  ― ― 

東 
 

庄 
 

町 

12 17,595 2,433 (13.8) 11,639 (66.1) 3,523 (20.0) ― ― 

17 16,850 2,137 (12.7) 10,804 (64.1) 3,909 (23.2) ― ― 

22 15,745 1,792 (11.4) 9,675 (61.4) 4,278 (27.2) ― ― 

25 15,125 1,623 (10.7) 8,985 (59.4) 4,517 (29.9) ― ― 

26 14,988 1,598 (r10.7) 8,722 (r58.2) 4,668 (31.1) ― ― 

27 14,754 1,531 (10.4) 8,401 (56.9) 4,822 (32.7) ― ― 

県 
 

総 
 

数 

12 5,966,775 855,541 (14.3) 4,302,215 (72.1) 809,019 (13.6) ― ― 

17 6,113,661 834,271 (13.6) 4,257,548 (69.6) 1,021,842 (16.7) ― ― 

22 6,266,608 834,139 (13.3) 4,149,895 (66.2) 1,282,574 (20.5) ― ― 

25 6,240,461 811,257 (13.0) 4,003,630 (64.2) 1,425,574 (22.8) ― ― 

26 6,244,455 803,141 (r12.9) 3,953,803 (63.3) 1,487,511 (23.8) ― ― 

27 6,254,359 795,693 (12.7) 3,911,500 (62.5) 1,547,166 (24.7) ― ― 

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（各年 4 月 1 日現在） 
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女

図３－（２）管内年齢５歳階級別人口構成図（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

 

表３－（２）－イ 管内及び市町村・性・年齢階級別人口  （単位：人） 

  年少人口 生産年齢人口 

年齢 

区分 総数 0～ 5～ 10～ 15～ 20～ 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 

管内 

総数 
117,080  3,300  3,933  4,717  5,365  4,994  5,262  5,441  6,342  7,646  6,957  

男 58,124  1,719  2,013  2,454  2,766  2,638  2,859  2,987  3,376  4,047  3,569  

女 58,956  1,581  1,920  2,263  2,599  2,356  2,403  2,454  2,966  3,599  3,388  

香取市 

総数 
80,647  2,313  2,749  3,283  3,678  3,392  3,674  3,815  4,401  5,358  4,741  

男 39,928  1,230  1,394  1,704  1,907  1,755  1,964  2,060  2,319  2,872  2,431  

女 40,719  1,083  1,355  1,579  1,771  1,637  1,710  1,755  2,082  2,486  2,310  

神崎町 

総数 
6,351  182  193  281  313  283  248  273  353  430  466  

男 3,195  91  112  150  153  160  128  135  201  227  245  

女 3,156  91  81  131  160  123  120  138  152  203  221  

多古町 

総数 
15,328  420  475  523  710  720  715  678  788  911  936  

男 7,638  204  231  294  368  386  400  396  430  478  472  

女 7,690  216  244  229  342  334  315  282  358  433  464  

東庄町 

総数 
14,754  385  516  630  664  599  625  675  800  947  814  

男 7,363  194  276  306  338  337  367  396  426  470  421  

女 7,391  191  240  324  326  262  258  279  374  477  393  

千葉県 

総数 
6,254,359  249,351  266,072  280,270  289,585  314,373  342,478  384,226  442,286  524,946  455,235  

男 3,124,007  128,231  136,672  143,679  148,581  163,727  178,568  199,671  229,307  272,577  237,047  

女 3,130,352  121,120  129,400  136,591  141,004  150,646  163,910  184,555  212,979  252,369  218,188  

0510 千人

男
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 生産年齢人口 老年人口 

年齢 

区分 
50～ 55～ 60～ 65～ 70～ 75～ 80～ 85～ 90～ 95～ 100～ 

管内 

総数 
7,372  8,379  10,159  10,165  7,928  6,910  5,859  4,096  1,780  407  68  

男 3,782  4,356  5,276  5,128  3,766  3,146  2,284  1,434  440  76  8  

女 3,590  4,023  4,883  5,037  4,162  3,764  3,575  2,662  1,340  331  60  

香取市 

総数 
5,160  5,709  6,941  7,031  5,418  4,723  3,977  2,772  1,205  264  43  

男 2,627  2,968  3,565  3,554  2,568  2,158  1,545  967  299  36  5  

女 2,533  2,741  3,376  3,477  2,850  2,565  2,432  1,805  906  228  38  

神崎町 

総数 
439  446  506  493  446  380  286  215  94  20  4  

男 219  251  278  243  212  173  111  72  26  7  1  

女 220  195  228  250  234  207  175  143  68  13  3  

多古町 

総数 
936  1,162  1,334  1,235  1,010  936  878  607  271  74  9  

男 486  608  730  636  473  413  340  209  67  17  0  

女 450  554  604  599  537  523  538  398  204  57  9  

東庄町 

総数 
837  1,062  1,378  1,406  1,054  871  718  502  210  49  12  

男 450  529  703  695  513  402  288  186  48  16  2  

女 387  533  675  711  541  469  430  316  162  33  10  

千葉県 

総数 
385,142  356,418  416,811  471,881  401,749  294,569  201,630  115,088  47,236  12,849  2,164  

男 198,782  180,792  206,481  229,378  192,370  138,215  85,454  40,237  11,601  2,317  320  

女 186,360  175,626  210,330  242,503  209,379  156,354  116,176  74,851  35,635  10,532  1,844  

出典：千葉県年齢別・町丁字別人口（平成 27 年 4 月 1 日現在） 
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４ 香取健康福祉センター(香取保健所)健康相談 

 

表４ 健康福祉相談及び検査の日 

（平成２７年４月１日現在） 

 

区     分 曜  日 時    間 備 考 

精神保健福祉相談 月 2～3 回 午後 1 時半から午後 3 時まで 予約制 

ＤＶ相談 

電話による相談 

(月曜日～金曜日) 
午前 9 時から午後 5 時まで ― 

来所による相談 

(水曜日) 
午前 9 時から午後 5 時まで 予約制 

「障害のある人もない人も

共に暮らしやすい千葉県 

づくり条例」に係る相談 

月曜日～金曜日 午前 9 時から午後 5 時まで 
来所相談は

予約制 

家庭児童相談 月曜日～金曜日 午前 9 時から午後 4 時まで   ― 

ＨＩＶ 

相談・検査 

抗体検査 第 2・第 4 月曜日 午後 1 時から午後 2 時まで 予約制 

夜間抗体

検査 
― ― ― 

肝炎ウイルス検査 

（Ｂ型・Ｃ型） 
 第 2・第 4 月曜日 午後１時から午後 2 時まで 予約制 

腸内細菌検査 毎 週 月 曜 日 午前 9 時から午前 10 時半まで   ― 

結核管理・接触者健康診断 第 1 月曜日 午後 1 時半から午後 2 時まで 

対 象 者 は

保健所からの 

通知者 
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５ 各種委員会 

（１）香取健康福祉センター運営協議会 

地域保健法第１１条及び千葉県行政組織条例第２８条第１項に基づき、設置している。 

地域保健法第１１条： 

第５条第１項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の

運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保

健所に運営協議会を置くことができる。 

 千葉県行政組織条例第２８条第１項： 

県に別表第二上欄に掲げる附属機関を置き、当該附属機関において担任する事務は、同

表下欄に掲げるとおりとする。 

別表第二 

附属機関名 担任する事務 

健康福祉センター運営協議会 

健康福祉センターの所管区域内の地域保健及び地域福

祉並びに健康福祉センターの運営に関する事項を審議

すること 

 

表５－（１）  運営協議会委員名簿  （平成 28 年 3 月 31 日現在） 

（順不同・敬称略） 

現      職      名 氏      名 

香取市長 宇井 成一 

香取郡市町会長（神崎町長）  石橋 輝一 

一般社団法人香取郡市医師会長  浅野  尚 

一般社団法人香取匝瑳歯科医師会長  礒  和博 

香取郡市薬業会長  佐久間 俊光 

千葉県立佐原病院長  小林  進 

公益社団法人千葉県看護協会利根地区部会長  村山 敦子 

香取市母子福祉協力員協議会長  杉﨑 優子 

香取市赤十字奉仕団委員長  髙安 光子 

千葉県議会議員 伊藤 和男 

千葉県議会議員 谷田川 充丈 

千葉県議会議員 戸村 勝幸 

医療法人三省会本多病院長  本多 俊伯 

千葉県理容生活衛生同業組合香取支部長  髙須 正俊 

香取市母子保健推進員代表  松本 克世 

香取教育研究協議会保健研究部長  花香 幸代 

香取保健所管内食品衛生協会長  髙橋 昭一 

香取保健所管内食生活改善協議会長  野口 久子 

千葉県保育協議会香取支会保育士部会長  服部 明子 



- 9 - 
 

（２）香取保健所感染症診査協議会 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第２４条に基づき、設置して

いる。 

 法律第２４条： 

各保健所に感染症の診査に関する協議会を置く。 

（診査する内容） 

法律第１８条第１項による通知、第２０条第１項及び第２６条による一類感染症及び二

類感染症の患者に対する１０日以内の入院勧告、第２０条第４項及び第２６条の規定によ

る前述の患者に対する延長入院の必要の是非、並びに第３７条の２第１項の規定による申

請に基づく費用の負担に関し必要な事項を診査する。 

 

表５－（２）感染症診査協議会委員名簿 （平成２８年３月３１日現在） 

         （順不同・敬称略） 

現 職 名 氏   名 

円心司法書士事務所長 植野 玄治 

たもつ内科小児科医院長 保津 豊徳 

石橋医院長 石橋 正彦 

本多病院の医師 松丸 泰介 

  ― 石津 功子 
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６ 機構及び事務内容 

 1　庶務、人事、文書収受及び公有財産に関すること
 2　予算、決算、経理及び物品会計に関すること

  3　給与、旅費、共済組合及び職員の福利厚生に関すること
 4　医療監視及び医療関係の許認可と諸届等に関すること
 5　医薬品医療機器等法、薬剤師法、毒物及び劇物取締法等に関すること
 6　献血推進に関すること
 7  医療施設動(静)態調査、病院報告及び保健医療技術者の免許
　　申請に関すること
 8  健康福祉センター運営協議会に関すること
 9　地域保健に関する調査、研究及び企画調整に関すること
10　人口動態等衛生上の統計に関すること
11　保健･医療･福祉に係わる総合相談窓口に関すること
12　保健所実習及び地域保健従事者の研修に関すること
13　地域防災対策に関すること

 1　保健師事業に関すること
 2　母子保健に関すること
 3　老人保健事業に関すること
 4　一人ひとりに応じた健康支援事業に関すること
 5　栄養改善業務（専門的栄養指導・給食施設の指導）に関すること
 6　健康づくり推進に関すること
 7　歯科保健事業に関すること
 8　調理師免許試験、登録及び届出等に関すること
 9　精神保健及び精神障害者福祉に関すること
10　戦傷病者・戦没者遺族等の援護に関すること
11　保育所関係事業に関すること
12　県地域福祉支援計画に関すること
13　県高齢者保健福祉計画に関すること
14　老人福祉施設の整備に関すること
15　児童手当支給事務に係る市町村指導及び監査に関すること
16　老人福祉事務に関すること
17　身体障害者福祉事務に関すること
18　身体障害者福祉事務の市町村指導及び監査に関すること
19　児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当等に関すること
20　母子父子寡婦福祉に関すること
21　ＤＶ相談事業に関すること
22　中国残留邦人の支援事業に関すること

 1  生活保護法に基づく調査、訪問及び指導に関すること
 2　行旅病人及び行旅死亡人に関すること
 3  生活困窮者住居確保給付金に関すること

 1　結核及び感染症予防対策に関すること
 2　エイズ予防対策に関すること
 3　原爆被爆者対策に関すること
 4　難病･肝炎対策に関すること
 5　食品営業許可、監視指導、食中毒調査に関すること
 6　食品衛生講習会に関すること

  7　製菓衛生師、ふぐ処理師、魚介類行商等の指導に関すること
 8　狂犬病予防法、動物の愛護管理、特定動物の飼養許可に関すること
 9　公衆浴場・旅館・興行場・理美容所・クリーニング所等の監視指導
　　に関すること
10  水道、温泉の指導等に関すること
11  特定建築物、プール等の衛生指導に関すること
12　飲用井戸、衛生害虫・住居衛生等の相談･指導に関すること
13　健康危機対策に関すること

 1　腸内細菌検査に関すること
 2　食品衛生検査に関すること
 3　感染症・食中毒検査に関すること
 4  ＨＩＶ抗体等血清検査に関すること

 1　食品衛生法の施行に関すること
　（主に卸売市場、大規模小売店舗、集団給食施設、食品製造業、    
　　旅館等の監視指導、食品等の収去検査に関すること）
 2　ふぐ営業認証施設の立入検査等に関すること

食品機動監

視課

３名

センター長

（兼保健所

長）（技）

    1名

副センター

長（兼保健

所次長）

(事)１名

副センター

長（兼保健

所次長）

(技)１名

総務企画課

 

７名

地域保健福

祉課

１３名

生活保護課

４名

健康生活支

援課

 １１名

検査課

６名
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７ 職員数及び配置状況 

表７  職 員 配 置 

（平成 27 年 5 月 1 日現在） 

セ

ン

タ

―

長

副

セ

ン

タ

―

長

(

所
長

)

(

次
長

)

(

課

長

)

(

課

長

)

(

課

長

)

(

課

長

)

(

課

長

)

合計 1 2 7 47

医師 1 1 2

事務 1 5 2 1 13

薬剤師 1 2 1 1 5

獣医師 1 5

保健師 1 8

診療放射線技師 1 1

臨床検査技師 5

管理栄養士 2 2

精神保健福祉士 1 1

その他の技術職員 1 2 1 5

食品衛生監視員(再掲）  7【1】 10

環境衛生監視員(再掲）  7【1】 7

 4【1】

 5【1】

 1【1】

 3【1】

(注)技術職員の内訳については、主たる職種とする。また、兼務職員の内訳は（）に、課長の職種は、【】　内に再掲とし
た。

11 6 3

計

総

務

企

画

課

地

域

保

健

福

祉

課

生

活

保

護

課

健

康

生

活

支

援

課

食

品

機

動

監

視

課

検

査

課

 7【1】
  (1)

 4【1】

13 4
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